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資料１ 

リスク分担表 

段階 リスクの種類 番号 リスクの内容 甲 乙 

共通 資金調達リスク １ 必要な資金の確保に関するもの  ○ 

 

 

制度関

連リス

ク 

法制度リスク※1 ２ 法制度の新設・変更に関するもの  ○ 

 

許認可リスク 

３ 
許認可の遅延に関するもの 

（甲で取得するもの） 
○  

４ 
許認可の遅延に関するもの 

（甲で取得するもの以外） 
 ○ 

税制度リスク ５ 
一般的な税制変更（新税含む）に関する

もの 
 ○ 

 

 

 

社会リ

スク 

 

 

環境問題リスク 

６ 地中障害物や土壌汚染に関するもの ○  

 

７ 

乙が行う業務に起因する有害物質の排

出・漏洩、工事に伴う水枯れ、騒音、振

動、土壌汚染、大気汚染、水質汚濁、光、

臭気に関するもの 

  

○ 

 

第三者賠償リス

ク 

８ 
乙が施工した工事や施設運営により第三

者に損害を与えた場合 
 ○ 

９ 
甲が整備した基盤整備の瑕疵により第三

者に損害を与えた場合 
○  

 

 

債務不

履行リ

スク 

 

乙の責めによる

もの 

10 乙の基本協定内容の不履行  ○ 

11 
乙の事業放棄、破綻によるもの及び無許

可での乙の変更 
 ○ 

12 
乙の責めにより最終期限日までに工事が

完成せず契約解除に至った場合 
 ○ 

甲の責めによる

もの 
13 

甲の基本協定内容の不履行 
○ 

 

 

不可抗力リスク※2 

 

14 

地震、火災、風水害、盗難、その他甲の

責に帰すことの出来ない事由によって乙

が被った災害 

  

○ 

金利リスク 15 金利の変動  ○ 

物価リスク 16 物価の変動  ○ 

事業の

中止・延

甲の責めによる

もの 
17 

甲の責任による遅延・中止 
○  
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期リス

ク 

乙の責めによる

もの 

18 乙の責任による遅延・中止  ○ 

19 乙の事業放棄・破綻  ○ 

計画

段階 

 

 

 

計画・設

計リス

ク 

発注者責任リス

ク 
20 

乙の発注による工事請負契約の内容及び

その変更に関するもの 
 ○ 

 

測量・調査リス

ク 

21 
乙の実施による測量・調査に関するもの 

 ○ 

22 
地質障害、地中障害物により新たに必要

となった費用の負担及び工期の延長 
 ○ 

 

設計リスク 

23 
甲の条件提示や指示の不備・変更による

もの 
○  

24 
乙、請負会社による指示、判断の不備に

よる者 
 ○ 

建設

段階 

 

 

 

建設リ

スク 

 

 

工事遅延リスク 

 

25 

工事開始後、甲の要求による設計変更等

により、工事が契約に定める工期より遅

延する又は完工しない場合 

 

○ 

 

26 
乙の責めにより、工事が契約に定める工

期より遅延する又は完工しない場合 

 
○ 

工事監理リスク 27 乙の工事監理に関するもの  ○ 

性能リスク 28 乙が行う工事の施工不良によるもの  ○ 

工事費増大リス

ク 

29 
工事完了後の甲の指示に起因する工事費

の増大 
○  

30 上記以外の工事費の増大  ○ 

施設損傷リスク 31 
使用前に工事目的物や材料他、関連工事

に関して生じた損害 
 ○ 

運営

段階 

 

 

 

 

 

 

運営リ

スク 

 

施設瑕疵リスク 

32 
乙の設置した公園施設に関する瑕疵担保

責任 
 ○ 

33 
上記以外の公園施設に関する瑕疵担保責

任 
○  

 

 

施設損傷リスク 

 

34 

事故・火災等による施設の損傷。施設の

劣化に対して、乙が適切な維持管理業務

を実施しなかったことに起因するもの 

 

 

 

○ 

35 
第三者（本件施設の利用者を含む）によ

る施設の損傷 
 ○ 

 

利用者トラブル 

 

36 

乙の設置又は管理許可区域内に関する利

用者からの苦情及び利用者間のトラブル

  

○ 
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への対処 

需要変動リスク 37 
当初の需要見込みより下回った状況によ

る損害 
 ○ 

 

原状回復リスク 

 

38 

乙の責による設置及び管理許可の取消に

伴う許可施設の原状回復に関するもの 

  

○ 

事業

期間

終了 

原状回復リスク 39 
設置及び管理許可施設の原状回復に関す

るもの 
 ○ 

※１ 法制度リスク 

   都市公園法その他法令等の規定やその変更により、甲が許可を更新しない場合でも、乙は甲に補償や損

害賠償を請求することはできない。 

※２ 不可抗力リスク 

   公園施設等が復旧困難な被害を受けた場合、甲は乙に対して当該施設等に関する業務の全部の停止を命

じることがある。 

千里南公園は防災機能を有する公園であることから、災害発生時には、災害対応のため、業務の一部又

は全部の停止を命じることがある。 

上記による業務の一部又は全部の停止を命じた場合であっても、乙は甲に補償を請求することはできな

い。 

【その他注意事項】 

   天災等により都市公園が使用できなくなった場合は、使用料の一部については、還付の対象となること

がある。 

甲が管理する公園施設の管理・運営業務（定期的な点検等）に伴い、乙の事業に休業等が発生した場合、

乙は甲に補償を請求することはできない。 

 


